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第１号様式（第５条関係）（Ａ４）  

 

委員会提出資料閲覧・写しの交付請求書  

 年  月  日  

 

大阪市会情報公開審査委員会会長  様  

 

請求者  住 所 又 は 居 所                  

                      法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は ､ 

事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地                  

                 

氏名及び連絡先  

                      法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は ､ 

そ の 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名                  

並 び に 担 当 者 の 氏 名 及 び 連 絡 先  

電話番号（    ）  

 

大阪市会情報公開条例第 27条第２項の規定により、次のとおり大阪市

会情報公開審査委員会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交

付を請求します。  

 

 

請求する意見書

又は資料の件名  

又は内容  

 

 

閲覧又は写しの

交付の区分等  

 

１  閲覧又は写しの交付の区分  

    □  閲  覧       

□  写しの交付  □  片面印刷を希望  

       □  両面印刷を希望  

     

２  郵送の希望  

 

      □  無  し   □  有  り  

 

 

注  各欄に必要な事項を記入し、又は該当する□にレを付けてくださ

い。  
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第２号様式（第５条関係）（Ａ４）  

 

 

委員会提出資料閲覧・写しの交付承諾通知書  

 

                  大市情審第      号    

                    年   月   日    

 

           様  

 

大阪市会情報公開審査委員会会長   印  

 

 

 年  月  日付けの委員会提出資料閲覧・写しの交付請求につい

て、次のとおり承諾することとしたので、通知します。  

 

委員会提出資

料の件名  

 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧等の日時    

            午前  

 年  月  日（  ）        時    分  

                     午後               

閲覧等の場所  

 

 

 

 

委員会事務局  

 

 

(電話       )  

 

 

注  委員会提出資料の閲覧等をする際には、この通知書を提示してくだ

さい。  

 



3 

第３号様式（第５条関係）（Ａ４）  

 

委員会提出資料閲覧・写しの交付一部承諾通知書  

 

                    大市情審第      号  

                      年   月   日  

 

           様  

 

大阪市会情報公開審査委員会会長   印  

 

 年  月  日付けの委員会提出資料閲覧・写しの交付請求につい

て、次のとおりその一部を承諾することとしたので、通知します。  

 

委 員 会 提 出 資

料の件名  

 

 

 

 

閲覧等の日時    

            午前  

 年  月  日（  ）      時    分  

                     午後               

閲覧等の場所  

 

 

 

承 諾 し な い こ

ととした部分  

 

 

 

 

上 記 の 部 分 を

承 諾 し な い 理

由  

 

 

 

委員会事務局  

 

 

(電話       )   

 

 

注  委員会提出資料の閲覧等をする際には、この通知書を提示して  

ください。  
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第４号様式（第５条関係）（Ａ４）  

 

委員会提出資料閲覧・写しの交付不承諾通知書  

 

                  大市情審第      号   

                    年   月   日   

 

            様  

 

大阪市会情報公開審査委員会会長   印  

 

 年  月  日付けの委員会提出資料閲覧・写しの交付請求につい

て、次のとおり承諾しないこととしたので、通知します。  

委員会提出資料の

件名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾しない理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

委員会事務局  

 

 

(電話       )  

 

 

 

 

 

 

 


